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※ワーキングチームでの検証状況の
　詳細については、県ホームページ
　をご覧ください。

東海第二発電所安全性検討ワーキングチームの概要
・2014年に県原子力安全対策委員会の下に設置
・地震学、津波工学、原子炉工学、放射線障害、環境放射能、建築構造地震工学、原子力材料技術（経年劣化評価）等の専門家10名で構成

電源対策に
ついて詳し
く知りたい▶

原子力広報いばらき（全県版）

第４号
（自然現象対策・
電源対策）

▶　福島第一原子力発電所の事故では、重大事故（シビアアクシデント）が発生した場合に対処するた
めの基準がなく、対策が不十分であったため、事故の進展を防げなかった
▶　このような教訓を踏まえ、国では、万一重大事故が発生した場合に対処するための基準を新設

▶　重大事故対策では、「炉心損傷防止」「格納容器破損防止」「放射性物質の拡散抑制」等、多段階の対
策を要求
▶　このうち、炉心損傷防止対策としては、複数の機器の故障を想定した上で、

　をそれぞれ要求

▶　常設および可搬型の各冷却設備の容量、流量や台数ならびに水源の容量などの考え方
▶　重大事故等対策における可搬型設備等使用時の動線の確認ならびにアクセスルートの頑健性および
冗長性について
▶　設計基準を超えて起こりうるさまざまな事象に柔軟かつ確実に対応するための手順書策定上の考え
方・工夫について　など

○　県では、2019年に実施した住民説明会や意見募集により県民の皆さまからいただいたご意見を踏まえ、安全性
の論点に整理しました。
○　現在、東海第二発電所安全性検討ワーキングチームにおいて、県民意見を踏まえた論点に、委員の指摘による論
点を加えた200を超える論点について、検証を進めています。
○　例えば、重大事故対策に係る42の論点については、104の県民意見を踏まえて以下のように論点をまとめ、検証
を進めています。

再循環ポンプを止めると、核反応
は抑制される

制御棒挿入失敗時でも核反応を抑
制できるよう、再循環ポンプ停止
機能を追加

重大事故対策に係る論点
県民意見などを踏まえた論点の検証

国の新規制基準の概要
重大事故対策とは

新規制基準を踏まえた東海第二発電所の重大事故対策（炉心損傷防止対策）

炉心損傷防止対策

原子炉を止めるための対策 原子炉を冷やすための対策

【重大事故対策に係る論点】
県民意見
104

県民意見を踏まえた論点
12

検証中の論点
42＋ 委員指摘による論点 30論点化

原子炉を止めるための対策

再循環ポンプ停止機能の追加

制御棒が核分裂を起こす中性子を
吸収し、核反応が停止

通常の操作で制御棒が挿入できな
い場合でも原子炉を停止できるよ
う、代わりとなる制御回路を設置

制御棒挿入機能の追加

通常の非常用炉心冷却系に加えて、代
わりとなる常設の注水装置を確保
（高圧注水系、低圧注水系各１系統）

注水手段の強化

注水手段の強化

低圧
注水系ポンプ

注水手段の強化

専用配管

非常用炉心冷却系ポンプ（既設）
原子炉建屋

可搬型ポンプ車

注水手段の強化

高圧注水系ポンプ

水源の確保

淡水貯槽

水源の確保

淡水貯槽

更なるバックアップとして、海水地下
トンネルを新たに設置

地下式の淡水貯槽を設置し、原子炉や使
用済燃料を冷やすための水源を確保（約
5,000 ㎥×２基）

水源の確保

原子炉を冷やすための対策

【対策のイメージ（一例）】

【対策のイメージ（一例）】

＊電源対策については「原子力広報いばらき（全県版）」の第４号をご覧ください。
（県ホームページに掲載）

更なるバックアップとして、可搬型の
ポンプ車を分散配備
　大型ポンプ車：１台×２セット＋予備１台
　中型ポンプ車：２台×２セット＋予備１台

▶　万が一、原子炉を冷却する設備が使用できなくなった場合に備え、バックアップとなる注水手段や水源を確保
▶　これらの設備や新たに設けた非常用電源設備＊により、外部からの支援を得ずに７日間原子炉への注水が可能






